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平成２９年４月第２回木島平村議会臨時会 

《第１日目 ４月２８日 午後１時００分 開議》 

 

議長（森 正仁 君） 

 本日の会議は、諸般の都合により午後１時に繰り下げて開くことにします。 

ただいまの出席議員数は１０人です。 

定足数に達しておりますので、これから平成２９年４月第２回木島平村議会臨時会を開会し

ます。 

直ちに本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元に配布のとおりです。 

村長から招集のあいさつがあります。 

 日䑓村長。 

（「はい、議長。」の声あり） 

（村長「日䑓正博 君」登壇） 

 

村長（日䑓正博 君） 

 皆さんこんにちは。 

 一段と春めいてまいりましたが、本日は、平成２９年第２回の臨時議会ということで招集い

たしましたところ、全議員の皆様にお集まりいただき、ありがとうございます。 

 今回の議会では、繰越案件、そしてまた専決事項、そしてまた議会の承認が必要となる大型

の契約案件等を上程させていただきますので、よろしくご審議いただきますようにお願い申し

上げます。 

 

議長（森 正仁 君） 

これから諸般の報告をします。 

まず、私から申し上げます。 

今臨時会に説明員として出席を求めた理事者等は、議案表の下段に記載のとおりですので、

ご了承ください。 

次に、日䑓村長からありましたら報告願います。 

 

村長（日䑓正博 君） 

 はい、議長、ありません。 

 

議長（森 正仁 君） 

 内堀教育長からありましたら報告願います。 

 

教育長（内堀幸夫 君） 

 ありません。 

 

議長（森 正仁 君） 

これで諸般の報告を終ります。 

日程第１、「会議録署名議員の指名」を行います。 

会議録署名議員は会議規則第１１９条の規定により、６番、丸山勝敏君、７番、江田宏子さ

んを指名します。 

日程第２、「会期の決定」の件を議題にします。 
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お諮りします。 

本臨時会の会期は、本日１日限りにしたいと思います。 

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

議長（森 正仁 君） 

「異議なし」と認めます。  

したがって、本臨時会の会期は、本日１日限りとすることに決定しました。 

日程第３、報告第２号「平成２８年度木島平村一般会計繰越明許費繰越計算書の報告につい

て」の件から、日程第９、報告第８号「損害賠償の額を定める専決処分の報告について」の件

まで、以上、報告案件７件を一括して、村長から内容について説明を求めます。 

 日䑓村長。 

（「はい、議長。」の声あり） 

（村長「日䑓正博 君」登壇） 

 

村長（日䑓正博 君） 

 それでは、村側からの報告事項について、説明させていただきます。 

 最初に、「平成２８年度木島平村一般会計繰越明許費繰越計算書の報告」でありますが、３月３１日

までに設定しました平成２８年度木島平村一般会計繰越明許費について、地方自治法施行令第１４６

条第２項の規定に基づき、新年度の最初の議会で報告をするものであります。 

 計算書のとおり、５事業について繰越しを行い、繰越総額は、９，０２０万２千円であります。 

 以下、報告第６号まで同様であります。 

 続いて、報告第３号でありますが、「平成２８年度木島平村観光施設特別会計繰越明許費繰越計算書

の報告」でありますが、計算書のとおり、２事業について繰越しを行いまして、繰越総額は、３７２

万６千円であります。 

 続いて、「平成２８年度木島平村下水道特別会計繰越明許費繰越計算書の報告」でありますが、計算

書のとおり、１事業について繰越しを行いまして、繰越額は、５６４万５千円であります。 

 続いて、「平成２８年度木島平村農業集落排水事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告」でありま

すが、計算書のとおり、１事業について繰越しを行いまして、繰越額は、３０万２千円であります。 

 続いて、報告第６号「平成２８年度木島平村高社簡易水道特別会計繰越明許費繰越計算書の報告」

でありますが、計算書のとおり、１事業について繰越しを行い、繰越額は、７５万円であります。 

 以上、５会計の計１０事業について、早期の完成・完了を目指して、事業を進めてまいります。 

 続いて、報告第７号でありますが、「工事変更請負契約の専決処分の報告」であります。平成２８年

度村道４号線道路改良工事について、契約金額の変更前の７，２３７万７，６００円から、１１４万

４，８００円増額しまして、７，３４７万２，４００円とし、地方自治法第１８０条第１項の規定に

より、平成２９年３月１７日に専決処分としましたので、同条第２項の規定により報告をいたします。

専決処分事項の指定に関する訓令により、３００万円以下の工事の請負変更契約は、専決処分ででき

ることと定められております。工事期間中、工事区間の歩道を児童が安全に通学できるよう誘導員を

増員したことが主な増額の要因であります。 

 続いて、報告第８号でありますが、「損害賠償の額を定める専決処分の報告」であります。平成２９

年２月１１日午前１０時ごろ、木島平村大字上木島１７６２番地、木島平村公民館、これは木島平村

農村交流館でありますが、屋根から融けだした氷の塊が落下し、真下の駐車場に駐車しておりました

車両に当たり、車両後部屋根とランプに損害を与えたことに対して損害賠償を行ったものであります。

損害賠償の額は、５５，５５５円、相手方の住所・氏名は、記載のとおりであります。地方自治法第

１８０条第１項及び専決処分事項に指定する訓令の４に基づき、５０万円以下の損害賠償であるため、
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平成２９年３月２４日に専決処分といたしましたので、報告をいたします。 

 

議長（森 正仁 君） 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（質疑なし） 

 

議長（森 正仁 君） 

 質疑がないようですので、これで報告を終わります。 

 日程第１０、承認第２号「木島平村消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の専決処分

の承認について」の件から、日程第１９、議案第４３号「物品売買契約の締結について」の件まで、

以上、承認案件７件、予算案件１件、事件案件２件を一括議題とします。 

 なお、以降議案等の「平成２８年度木島平村」の部分については、省略させていただきますのでご

了承願います。 

 朗読を省略し、本案についての提案理由の説明を求めます。 

 日䑓村長。 

 （「はい、議長。」の声あり） 

（村長「日䑓正博 君」登壇） 

 

村長（日䑓正博 君） 

 それでは、承認案件について説明をさせていただきます。 

 最初に、承認第２号でありますが、「木島平村消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の

専決処分の承認について」であります。 

 非常勤消防団員等に係る損害賠償の基準を定める政令の一部改正に伴う改正でありまして、平成２

９年度における非常勤消防団員等に係る保証基礎額の加算額を改定するものであります。 

 細部については、担当課長から補足の説明をいたします。 

 続いて、承認第３号でありますが、「木島平村税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認につい

て」であります。 

 地方税法の一部改正、地方税法施行令の一部改正及び地方税法施行規則の一部改正に伴う改正であ

ります。 

 これについても、担当課長から補足の説明を行います。 

 続いて、承認第４号であります。 

 「平成２８年度木島平村一般会計補正予算第９号の専決処分の承認について」であります。 

 歳入歳出の総額にそれぞれ５３万６千円を追加し、総額を３４億９，７４９万６千円とする補正予

算であります。 

内容は、農産物残雪災害対策のため、消雪剤購入費に対する補助であります。 

対象とするのは、村堆肥センターの堆肥とＪＡながので取り扱っている消雪剤であります。 

財源は、財政調整基金からの繰入金であります。 

 続いて、承認第５号でありますが、「平成２８年度木島平村一般会計補正予算第１０号の専決処分の

承認について」であります。 

 歳入歳出にそれぞれ１億１，２１４万５千円を追加し、総額を３６億９６４万１千円とする補正予

算であります。 

 繰越明許費は、有機センター改修事業で、天井の脱臭ダクト脱落等による復旧工事であります。 

 地方債の補正は、それぞれ事業費の確定により限度額の補正を行うものであります。 

 歳入歳出の主な内容としましては、歳入では地方交付税をはじめとする各項目で交付確定額等に合

わせて最終調整を行いました。 
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 歳出では、国保会計への繰出し金を実績に合わせて２，４１２万円を減額したほか、各項目で財源

の振替を行い、積立金を１億３，６２６万５千円増額したものであります。 

続いて、承認第６号であります。「平成２８年度木島平村奨学金資金貸付事業特別会計補正予算第２号

の専決処分の承認について」でありますが、歳入歳出の総額にそれぞれ１１６万９千円を追加し、総

額を１，０００万８千円とする補正予算であります。 

 貸付実績と貸付金の収入実績に合わせた最終調整でありまして、貸付金の減額分４０７万円と貸付

金の収入分１１６万９千円の計５２３万９千円を一般会計への繰出し金に計上をいたしました。 

 続いて、承認第７号でありますが、「平成２８年度木島平村後期高齢者医療特別会計補正予算第２号

の専決処分の承認」であります。 

 歳入歳出の総額にそれぞれ１０５万円を追加し、総額を５，１８６万９千円とする補正予算であり

ます。 

 県の後期高齢者医療納付金の増によるもので、歳入として後期高齢者医療保険料を見込みました。 

 続いて、承認第８号であります。「平成２８年度木島平村国民健康保険特別会計補正予算第７号の専

決処分の承認」であります。 

 歳入歳出の総額にそれぞれ１，５２６万１千円を減額し、総額を６億７，６３８万８千円とする補

正予算であります。 

 歳出は、保険給付費の他、各項目において最終調整をいたしました。 

 歳入は、それぞれ実績に合わせた最終調整を行い、一般会計繰入金並びに国民健康保険繰入金を計

３，１２１万４千円減額いたしました。 

 続いて、予算関係でありますが、議案第４１号であります。「平成２９年度木島平村一般会計補正予

算第１号」であります。 

 歳入歳出の総額にそれぞれ１，５００万円を追加し、総額を３３億５，９００万円とする補正予算

であります。 

 役場周辺整備事業の設計業務について、基本設計と実施設計を一括して発注するため、今年度分の

実施設計費として１，５００万円を計上いたしました。 

 この財源として、９０％の１，３５０万円は、公共施設等適正管理推進事業債を、残りの１５０万

円は、公共施設建設事業基金繰入金を見込みました。 

 実施設計は、平成３０年度にかけて行うこととし、第２表、債務負担行為補正として限度額２，０

００万円といたしました。 

 また、リフォーム補助金３００万円に過疎債を充当するため、財源を振り替えて、財政調整基金繰

入金を減額するものであります。 

 この２件について、第３表、地方債補正の変更を行っています。 

 議案第４２号、「工事請負契約の締結」でありますが、地方自治法及び議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得又は処分に関する条例の規定により、工事請負契約の締結について議会の議決を求める

ものであります。 

 工事名は、「平成２９年度 木島平村情報通信施設整備事業」、工事の場所は、長野県下高井郡木島

平村村内、契約金額は、２億３，２７４万円、契約の相手方は、長野県長野市吉田５－１０－４０、

富士古河Ｅ＆Ｃ株式会社、長野支店長、池田拓勇（いけだひろたけ）であります。 

 なお、工期は、議会議決の日から平成２９年１２月２５日までであります。 

 続いて、議案第４３号、「物品売買契約の締結について」であります。 

 地方自治法及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の規定によりまし

て、物品売買契約の締結について、議会の議決を求めるものであります。 

 契約の目的は、平成２９年度有機センタータイヤドーザー購入事業、契約の概要は、タイヤドーザ

ー８ｔ級、車輪式１台、契約金額は、１，３５０万円、契約の相手方は、千曲市大字屋代２７１６番

地１、日本キャタピラー合同会社 関東支社、甲信支店、長野営業所、営業所長、喜多朋浩（きたと
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もひろ）であります。 

 なお、納期は、平成２９年８月３１日であります。 

 以上、よろしくお願い申し上げます。 

  

議長（森 正仁 君） 

佐藤総務課長。 

 （「はい、議長。」の声あり） 

（総務課長「佐藤裕重 君」登壇） 

 

総務課長（佐藤裕重 君） 

 それでは、村長の提案説明に補足をいたしましてご説明を申し上げます。 

 ２０ページをお願いいたします。 

 「木島平村消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例」であります。 

 先ほど村長が申し上げましたように、国の法律の改正によるものでありまして、第５条につきまし

ては、補償基礎額についての定めです。 

 上から３行目にあります「『４３３円』を『３３３円』に改め」というのは、配偶者がいる場合の加

算額であります。 

 それから、その下の「２６７円」につきましては、これまでの額は２１７円で、これにつきまして

は、満２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある子、そういった区分であります。 

 それから、そこから３行下でありますが、「『３６７円』を『３００円』に」と言いますのは、満２

２歳に達する日以後の最初の３月３１日までにある孫、それから満６０歳以上の父母及び祖父母、そ

れから満２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある弟、妹、それから重度心身障害者

の区分にある者ということであります。 

 その他は、文言の整理でございます。 

 続きまして、２３ページをお願いいたします。 

 「木島平村税条例の一部を改正する条例」であります。 

 それぞれ、これも地方税法以下、施行令、施行規則の改正によるものでありまして、特に村に関係

する分についてご説明をいたします。 

 ２３ページ、一番上でありますが、第３３条であります。これは、所得割の課税標準でして、特定

配当等及び特定株式等譲渡所得に係る所得について、提出された申告書に記載された事項、その他の

事情を勘案して、村長が課税方式を決定できることを明確化したものということでありまして、そう

いったことが文章として書かれております。 

 それから、２６ページをお願いいたします。 

 上から５行目、「附則第１０条の３」というのがありますが、これは新築住宅等に対する固定資産税

の減免の規定の適用を受けようとする者がすべき申告であります。耐震改修が行われた認定長期優良

住宅に対する固定資産税の減額を受けようとする者が提出する申告書についての規定であります。 

 それから、２７ページをお願いいたします。 

 中ほどにあります「附則第１６条」ですが、これは軽自動車税の税率の特例であります。軽自動車

税のグリーン化特例、軽減税率ですが、これについて適用期限を２年間延長するというものでありま

す。 

 それから、２８ページをお願いいたします。 

 「附則第１６条の２」でありますが、これは軽自動車税の賦課徴収の特例について、１項から４項

まで定められているものであります。 

 それから、３２ページをお願いいたします。 

 上から５行目、改正附則の第５条でありますが、これにつきましては、３月に条例として提案をい
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たしました条例の一部を改正するものでありまして、第２条中、木島平村附則第１６条第２項から第

４項までを削る改正規定というのがあったのですが、その下に附則第１６条の２を次のように改める

と。第１６条の２を「削除」と。これを３月の条例のところに加える改正であります。 

 いずれも、最初に申し上げましたように、国の税条例に基づきます改正でありますので、よろしく

お願いいたします。 

 それ以外は、村長提案のとおりでございます。 

 よろしくお願いします。 

 

議長（森 正仁 君） 

 ここで、暫時休憩といたします。 

（休憩 午後１時２１分） 

（再開 午後２時４５分） 

 

議長（森 正仁 君） 

休憩前に引き続き会議を開きます。 

これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（質疑なし） 

 

議長（森 正仁 君） 

「質疑なし」と認め、これで質疑を終わります。 

ただいま議題となっています承認第２号「木島平村消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する

条例の専決処分の承認について」の件から、議案第４３号「物品売買契約の締結について」の件まで、

以上、承認案件７件、予算案件１件、事件案件２件について、会議規則第３９条第３項の規定により

委員会付託を省略することについて採決します。 

この採決は、起立によって行います。 

本案は、委員会の付託を省略することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

 

議長（森 正仁 君） 

起立多数です。 

したがって、承認第２号から承認第８号、議案第４１号から議案第４３号について、委員会の付託

を省略することに決定しました。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

（討論なし） 

 

議長（森 正仁 君） 

討論がないようですので、討論を終わり採決したいと思います。 

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

議長（森 正仁 君） 

「異議なし」と認め、これから採決を行います。 

承認第２号「木島平村消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の専決処分の承認につい
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て」の件について採決をします。 

本案は、原案のとおり決定するに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

議長（森 正仁 君） 

「異議なし」と認めます。 

承認第３号「木島平村税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認について」の件について採決

をします。 

本案は、原案のとおり決定するに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

議長（森 正仁 君） 

「異議なし」と認めます。 

承認第４号「一般会計補正予算第９号の専決処分の承認について」の件について採決をします。 

本案は、原案のとおり決定するに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

議長（森 正仁 君） 

「異議なし」と認めます。 

承認第５号「一般会計補正予算第１０号の専決処分の承認について」の件について採決をします。 

本案は、原案のとおり決定するに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

議長（森 正仁 君） 

「異議なし」と認めます。 

承認第６号「奨学資金貸付事業特別会計補正予算第２号の専決処分の承認について」の件について

採決をします。 

本案は、原案のとおり決定するに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

議長（森 正仁 君） 

「異議なし」と認めます。 

承認第７号「後期高齢者医療特別会計補正予算第２号の専決処分の承認について」の件について採

決をします。 

本案は、原案のとおり決定するに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

議長（森 正仁 君） 

「異議なし」と認めます。 

承認第８号「国民健康保険特別会計補正予算第７号の専決処分の承認について」の件について採決

をします。 

本案は、原案のとおり決定するに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

議長（森 正仁 君） 
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「異議なし」と認めます。 

議案第４１号「平成２９年度木島平村一般会計補正予算第１号について」の件について採決をしま

す。 

本案は、原案のとおり決定するに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

議長（森 正仁 君） 

「異議なし」と認めます。 

議案第４２号 「工事請負契約の締結について」の件を採決します。 

本案は、原案のとおり決定するに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

議長（森 正仁 君） 

「異議なし」と認めます。 

議案第４３号 「物品売買契約の締結について」の件を採決します。 

本案は、原案のとおり決定するに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

議長（森 正仁 君） 

「異議なし」と認めます。 

承認案件７件は、原案のとおり承認することに決定しました。 

予算案件１件、事件案件２件は、原案のとおり可決しました。 

ここで、理事者及び職員の皆さんには退席していただき、連絡するまで待機をお願いします。 

概ね午後４時３０分ごろに連絡いたしますので、よろしくお願いします。 

それまで暫時休憩といたします。 

（休憩 午後２時５２分） 

（再開 午後４時３４分） 

 

議長（森 正仁 君） 

それでは、執行部側の皆さんもおそろいですので、会議を再開いたします。 

日程第２０、同意第３号「木島平村監査委員の選任につき同意を求めることについて」の件を議題

とします。 

地方自治法第１１７条の規定により、勝山 卓君の退場を求めます。本件について、提案理由の説

明を求めます。 

日䑓村長。 

（「はい、議長。」の声あり） 

（村長「日䑓正博 君」登壇） 

 

村長（日䑓正博 君） 

 はい、それでは、同意第３号でありますが、木島平村監査委員の選任につき同意を求めることにつ

いて、次の者を木島平村監査委員に選任したいので、地方自治法第１９６条第１項の規定により議会

の同意を求めるものであります。 

 氏名は、勝山 卓。 

 よろしくお願いをいたします。 
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議長（森 正仁 君） 

質疑討論がありましたら、これを許します。 

（質疑討論なし） 

 

議長（森 正仁 君） 

質疑討論がないようですので、質疑討論を終わります。 

これから同意第３号「木島平村監査委員の選任につき同意を求めることについて」の件を採決しま

す。 

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

議長（森 正仁 君） 

「異議なし」と認めます。 

同意第３号「木島平村監査委員の選任につき同意を求めることについて」、この件は起立によって行

います。 

本件はこれに同意することに賛成の方は起立願います。 

（全員起立） 

 

議長（森 正仁 君） 

起立全員です。 

したがって、同意第３号「木島平村監査委員の選任につき同意を求めることについて」は同意する

ことに決定しました。 

除斥の理由が解けましたので、勝山 卓君の入場を許します。 

これで、本日の日程は全て終了しました。ここで、村長から発言を求められましたので、これ

を許します。 

日䑓村長。 

（「はい、議長。」の声あり） 

（村長「日䑓正博 君」登壇） 

 

村長（日䑓正博 君） 

 はい、本臨時議会では、上程をいたしました承認案件、そしてまた予算案件、同意案件等、全てご

承認をいただきまして、大変感謝を申し上げます。 

 議会の申し合わせ等による新たな体制、２年間ということでございますが、引き続き村の発展のた

めにそれぞれご活躍、ご尽力いただきますようにお願い申し上げまして、閉会にあたりましてのあい

さつにさせていただきます。 

 大変ありがとうございました。 

 

議長（森 正仁 君） 

以上で、平成２９年４月第２回木島平村議会臨時会を閉会といたします。 

ご苦労様でした。 

（閉会 午後４時３３分） 

 


